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95,765 令和５年度～６年度 95,700 65

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

　消防庁舎建設に伴う土地の提供について、鳥取県東部広域行政管理組合消防局と構成市町村との間で協定
が結ばれている。この度、気高消防署を移転・新築するにあたり、本市が鳥取市土地開発公社に公共用地の
先行取得の委託を行い、造成工事を施行するために必要な額を限度として補償する。
　◆気高消防署移転用地先行取得、造成事業
　　（１）用地買収
　　（２）造成工事測量設計
　　（３）造成工事

　令和４年度～令和５年度　用地選定、用地交渉、不動産鑑定評価

　令和５年度～令和６年度　用地交渉、不動産鑑定評価、造成工事測量設計、
　　　　　　　　　　　　　用地買収（売買契約の締結、所有権移転登記等の手続き含む。）
　令和６年度　造成工事

令和５年度９月補正予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

気高消防署移転用地先行取得・造成事業費 危機管理課

[単位：千円]

期 間
財 源 内 訳

限 度 額

　鳥取県東部広域行政管理組合消防局が、老朽化している気高消防署を移転・新築するにあたり、鳥取市土
地開発公社が用地を取得（造成事業含む。）することにより、事業の早期着手、完了を目指し、気高消防署
の移転・新築を確実に行うことを目的とする。
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